
理事会の議決事項 

 

特定非営利活動法人山形県サッカー協会細則 

 

令和６（２０２４）年３月２０日改定 

 

第１条 本細則は、特定非営利活動法人山形県サッカー協会（以下、「ＹＦＡ」という。）

定款第５６条に基づき、ＹＦＡの運営に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

第２条 ＹＦＡは、公益財団法人日本サッカー協会（以下、「ＪＦＡ」という。）加盟団体

規則第１節第２条に基づく法人であり、ＪＦＡが定める倫理規範、関連規則、懲

罰規程を尊守しなければならない。 

第３条 定款第７条に基づく入会申込書は、別紙「様式第１号」のとおりとする。 

第４条 定款第１０条に基づく退会届は、別紙「様式第２号」のとおりとする。 

第５条 定款第１３条の役員は正会員の中の個人から選任する。 

第６条 定款第１３条第１項第１号の理事の構成は以下のとおりとする。 

（１） 地区協会（３名×６地区）１８名以内。 

（２） 専門委員会（１名×６委員会）６名以内。 

（３） 種別委員会（１名×８委員会）８名以内。 

（４） 連盟及びリーグ（１名×１０連盟等）１０名以内。 

（５） 学識経験者 若干名で理事会が推挙する者 。  

第７条 定款第１３条の役員は、その就任時に、会長・副会長及び監事は満７０歳未満、

その他の役員は満６５歳未満でなければならない。 

第８条 定款第１３条第２項の常務理事の役割分担は以下のとおりとする。 

（１） 総務担当 

（２） 事業担当 

（３） 特別事業担当 

（４） 財務担当 

（５） 普及・育成・強化担当 

（６） 事務局担当 

（７） 特命担当 

第９条 定款第１３条第２項の専務理事及び常務理事により、常務理事会を構成する。 

なお、常務理事会の審議には、常務理事以外の理事、又はその他の者を 

出席させることができる。 



   ２ 常務理事会は、理事会に付議する事項を審議するほか、緊急の処理が求められる 

案件について審議、決定する。 

第１０条 ＹＦＡには、必要に応じて、以下の専門委員会を設置することができる。 

（１） 総務委員会 

（２） 技術委員会 

（３） 審判委員会 

（４） 医学委員会 

（５） 施設委員会 

（６） マッチコミッショナー委員会 

第１１条 ＹＦＡには、必要に応じて、以下の種別委員会を設置することができる。 

（１） １種委員会 

（２） ２種委員会 

（３） ３種委員会 

（４） ４種委員会 

（５） 女子委員会 

（６） シニア委員会 

（７） フットサル委員会 

（８） キッズ委員会 

第１２条 ＹＦＡには、必要に応じて、種別委員会の管轄のもと以下の連盟及びリーグを 

設置することができる。 

（１） 社会人リーグ連盟（１種委員会所属） 

（２） 大学連盟（１種委員会所属） 

（３） 自治体職員連盟（１種委員会所属） 

（４） 自衛隊連盟（１種委員会所属） 

（５） 専門学校連盟（１種委員会所属） 

（６） 高等専門学校連盟（１種委員会所属） 

（７） 高等学校体育連盟サッカー部（２種委員会所属） 

（８） クラブユース連盟（２種委員会、３種委員会所属） 

（９） 中学校体育連盟サッカー部（３種委員会所属） 

（１０）フットサル連盟（フットサル委員会所属） 

第１３条 第１０条、第１１条及び第１２条に基づき委員会等を設置する場合は、規約を 

整備し、委員名簿を添えてＹＦＡに提出しなければならない。 

変更する場合も同様とする。 

第１４条 定款第２０条の事務局により、事務局会議を構成する。なお、事務局会議の 



審議には、事務局以外の理事、又はその他の者を出席させることができる。 

   ２ 事務局会議は、常務理事会に付議する事項を審議するほか、緊急の処理が求め 

られる案件について審議、決定する。 

第１５条 規律・裁定委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。 

２ 委員長及び委員は、サッカーに関する経験と知識又は学識経験を有する者で 

公正な判断をすることができる者とする。 

３  委員長及び委員は、理事会の決議によって選任する。 

４  委員長及び委員は、本協会の理事及び監事を兼ねることができない。 

５  委員長及び委員は非常勤とする。 

第１６条 規律・裁定委員会の委員長及び委員の任期は、選任後４年以内に終了する 

事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２  増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委員の任期は、 

前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を 

行わなければならない。  

第１７条 規律・裁定委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 

第１８条 ＹＦＡの運営のため、理事会の議決を得て以下の規程を定めるものとする。 

（１） 登録料（分担金）規程 

（２） 旅費規程 

（３） 事務局規程（予算の執行に関する事務局の取り扱い） 

（４） 就業規程 

（５） 退職金規定 

（６） 公印管理規程 

（７） 慶弔規程 

（８）スポーツ振興くじ助成事業にかかる諸謝金等に関する規程 

（９）主催、共催、後援、協賛に関する規程 

（１０）特定個人情報取り扱い規程 

（１１）賃金規程 

（１２）育児・介護休業に関する規程 

第１９条 ＹＦＡの運営のため、総会の議決を得て以下の規程を定めるものとする。 

  （１）会費に関する規程 

（２）報酬等に関する規程 

（３）資産の管理に関する規程 

第２０条 ＹＦＡ運営のため、理事会の議決を得て書式を定めるものとする。 



（１） 委員会用予算決算書「ＹＦＡ書式１号」 

（２） 事業用予算決算書［ＹＦＡ書式２号］ 

（３）   支払依頼書「ＹＦＡ書式３号」 

（４）   領収報告書「ＹＦＡ書式４号」 

（５）   委員会諸事項変更届「ＹＦＡ書式５号」 

（６）   各事務局諸事項変更届「ＹＦＡ書式６号」 

（７）   役員名簿変更届「ＹＦＡ書式７号」 

（８）   収納確認済み登録料明細書「ＹＦＡ書式８号」 

（９）   旅費精算書「ＹＦＡ書式９号」 

（１０） 旅費精算書（出張報告書）「ＹＦＡ書式１０号」 

（１１） 源泉徴収集計表「ＹＦＡ書式１１号」 

（１２） YFA領収書（個人→協会）「ＹＦＡ書式１２号」 

（１３） YFA領収書（協会→個人）「ＹＦＡ書式１３号」 

（１４） 主催申請書「ＹＦＡ書式１４号」 

（１５） 共催申請書「ＹＦＡ書式１５号」 

（１６） 後援申請書「ＹＦＡ書式１６号」 

（１７） 協賛申請書「ＹＦＡ書式１７号」 

（１８） あいさつ文（祝辞）掲載のお願い「ＹＦＡ書式１８号」 

（１９） 競技会への物品協賛のお願い「ＹＦＡ書式１９号」 

（２０） 共催、後援、協賛申請への承諾書「ＹＦＡ書式２０－１号」 

  共催、後援、協賛許可申請書「ＹＦＡ書式２０－２号」 

（２１） 役員委嘱状（本人用）「ＹＦＡ書式２１号」 

（２２） 役員委嘱状（所属長宛）「ＹＦＡ書式２２号」 

（２３） 選手派遣依頼（本人用）「ＹＦＡ書式２３号」 

（２４） 選手派遣依頼（所属長宛）「ＹＦＡ書式２４号」 

（２５） 業務委託契約書「ＹＦＡ書式２５号」 

（２６） 業務契約書「ＹＦＡ書式２６号」 

（２７） 請求書（業務完了報告書）「ＹＦＡ書式２７号」 

（２８） 事業経費（立替金）領収書「ＹＦＡ書式２８号」 

（２９） 特定個人番号提出依頼書（マイナンバー提出依頼書）「ＹＦＡ書式２９号」    

（３０） 支払証明書「ＹＦＡ書式３０号」 

第２１条 本細則に定められていない事項については、ＪＦＡが定める倫理規範、関連規則、

懲罰規程を準用する。 


